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口頭審理およびサーチ段階における発明の単一性欠如に関し 

EPOにおける審査ガイドラインが改定される（発効日：2017年 11月 1日） 
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１．はじめに 

 EPO は、審査のガイドラインの一部を改定し、その内容を公表しました。改定後の審査ガイ

ドラインの発効日は、2017年 11月 1日です。なお、改定内容には、クレーム補正の改定、サ

ーチ、実体審査の手続、特許性、及び、訂正等が含まれています。 

 

 上記の改定内容のうち、出願人／特許実務者にとって重要であると考えられる口頭審理

（Summons to Oral Proceedings）およびサーチ段階における発明の単一性欠如に関する指針に

おける改定内容および実務上の留意事項について、以下に詳細に説明します。 
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